
 
令和４年度 北区居住支援協議会総会 次第 

 

 

 

期日：令和５年３月２８日（火曜日） 

時間：午後１時３０分から２時３０分 

場所：北とぴあ７階 第１研修室 

 

 

１．開  会 

 

２．議  題 

【議決事項】 

（１）東京都北区居住支援協議会会則の改正について 

【報告事項】 

（１）セーフティネット住宅に対する補助事業の開始について 

（２）補償サービス付き・見守り電球初回登録料助成事業の対象拡大について 

（３）北区居住支援パンフレットの配布について 

（４）パートナーシップ宣誓制度に係る東京都との協定締結について 

 

３．閉  会 
 

 

 

＜配布資料＞ 

・次第 

・東京都北区居住支援協議会会則（改正案） 

・住宅課報告事項資料一式 

・北区居住支援パンフレット（住宅確保要配慮者向け）（案） 

・北区居住支援パンフレット（民間賃貸住宅のオーナー向け）（案） 

 ・多様性社会推進課報告事項資料（パートナーシップ宣誓制度に係る東京都との協定締結） 

・北区パートナーシップ宣誓制度チラシ 
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東京都北区居住支援協議会会則 

 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 本会は、東京都北区居住支援協議会（以下「協議会」という。）という。 

（目的） 

第２条 協議会は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成１９年

法律第１１２号）に基づく低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを養育している者そ

の他の住宅の確保に特に配慮を要する者（以下「住宅確保要配慮者」という。）に対する賃貸住

宅の供給の促進に関し、住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供その

他の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な支援について協議す

ることにより、東京都北区における福祉の向上と豊かで住みやすい地域づくりに寄与すること

を目的とする。 

 （活動） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

 一 住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供等に関すること。 

 二 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進及び居住の安定に関すること。 

 三 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する啓発活動その他の住宅市

場の環境整備に関すること。 

 四 前３号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事業 

 

第２章 組織 

（会員） 

第４条 協議会の会員は、別表のとおりとする。 

２ 会員の任期は、会員となった日から当該日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。 

（事務局） 

第５条 協議会の事務局は、東京都北区まちづくり部住宅課に置く。 

 

第３章 役員 

（役員） 

第６条 協議会に次の役員を置く。 

一 会長 １名 

二 副会長 １名 

２ 会長は、東京都北区まちづくり部長をもって充てる。 

３ 副会長は、東京都北区福祉部長をもって充てる。 

（役員の任務） 

第７条 役員の任務は、次のとおりとする。 

 一 会長は、協議会を代表し、会務を総括し、総会を招集して議長となる。 

（案）
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 二 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

第４章 総会 

 （総会） 

第８条 総会は、毎年１回、定期総会を開催するほか、会長が必要と認めた場合又は会員の３分

の１以上の請求があった場合には、その都度、臨時総会を開催する。 

２ 総会は、次の事項を承認議決する。 

 一 会則の制定及び改廃に関すること。 

 二 会員の変更に関すること。 

 三  前２号に掲げるもののほか、協議会に関する基本的事項及び重要事項を決定すること。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、会員以外の者の出席を求めることができる。 

４ 会長は、やむを得ない事由により総会を開く余裕のない場合においては、議案を記載した書

面を会員に送付し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって総会の議決に代えるこ

とができる。 

 （定足数等） 

第９条 総会は、会員の過半数の出席により成立し、総会の議事は、出席者の過半数によって決

する。 

２ 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又

はその権限の行使を他の会員に委任することができる。 

３ 前項の規定による書面による表決又はその権限の行使を他の会員に委任したものは、総会に

出席したものとみなす。 

 

第５章 その他 

（秘密の厳守） 

第１０条 会員は、第３条の事業の実施において知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益の

ために利用してはならない。 

（雑則） 

第１１条 この会則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

附 則 

１ この会則は、平成３１年３月２５日から施行する。 

２ 協議会の設立の日に会員となったものに係る第４条第２項の規定の適用については、「会員と

なった日から当該日が属する年度の末日まで」とあるのは、「協議会の設立の日から当該日が属

する年度の翌年度の末日まで」と読み替えるものとする。 

附 則 

この会則は、令和２年３月２７日から施行する。 

附 則 

この会則は、令和３年４月１日から施行する。 
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附 則 

この会則は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この会則は、令和５年４月１日から施行する。 
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別表（第４条関係） 

会 員 
公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会 第九ブロック 
公益社団法人 全日本不動産協会 東京都本部 城北支部 
北区民生委員児童委員協議会 
社会福祉法人 北区社会福祉協議会 
特定非営利活動法人 ピアネット北 
特定非営利活動法人 北区精神障害者を守る家族会飛鳥会 
特定非営利活動法人 学生支援ハウスようこそ 
公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター 
東京都北区福祉部長 
東京都北区まちづくり部長 
東京都北区教育委員会子ども未来部長 

 
 



東京都北区居住支援協議会会則 新旧対照表 

改正後 改正前 

東京都北区居住支援協議会会則 

第１条～第１１条（省略） 

附 則（省略） 

附 則 

この会則は、令和５年４月１日から施行する。 

 

別表（第４条関係） 

会 員 

公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会 第九ブロック 

公益社団法人 全日本不動産協会 東京都本部 城北支部 

北区民生委員児童委員協議会 

社会福祉法人 北区社会福祉協議会 

特定非営利活動法人 ピアネット北 

特定非営利活動法人 北区精神障害者を守る家族会飛鳥会 

特定非営利活動法人 学生支援ハウスようこそ 

公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター 

東京都北区福祉部長 

東京都北区まちづくり部長 

東京都北区教育委員会子ども未来部長 
 

東京都北区居住支援協議会会則 

第１条～第１１条（省略） 

附 則（省略） 

 

 

 

別表（第４条関係） 

会 員 

公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会 北区支部 

公益社団法人 全日本不動産協会 東京都本部 城北支部 

北区民生委員児童委員協議会 

社会福祉法人 北区社会福祉協議会 

特定非営利活動法人 ピアネット北 

特定非営利活動法人 北区精神障害者を守る家族会飛鳥会 

特定非営利活動法人 学生支援ハウスようこそ 

公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター 

東京都北区福祉部 

東京都北区まちづくり部 

東京都北区教育委員会子ども未来部 
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（１）セーフティネット住宅に対する補助事業の開始について

＜住宅課報告事項資料一式＞

セーフティネット住宅とは…

住宅確保要配慮者の入居を拒まない「登録住宅」と住宅確保要配慮者のみが入
居可能な「専用住宅」で構成される

登録住宅
住宅確保要配慮者の入居を拒まな
い住宅として登録された住宅（住
宅確保要配慮者以外も入居可能）

専用住宅
住宅確保要配慮者のみが入居可能
な住宅として登録された住宅

（セーフティネット住宅）

2

（１）セーフティネット住宅に対する補助事業の開始について
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3

（１）セーフティネット住宅に対する補助事業の開始について

セーフティネット住宅の登録制度

東京都において登録されたセーフティネット住宅は、
国土交通省の管理する専用WEBサイト（セーフティ
ネット住宅情報提供システム）に掲載される

＜参考＞
北区の登録件数
登録住宅：８２棟７９１戸（空き室：３棟３戸）
専用住宅：0戸

（令和５年３月２０日時点）

（セーフティネット住宅情報提供システム）

国・東京都・北区の動向

・民間賃貸住宅のストックを活用し、住宅確保要配慮者（高齢者、障害者、子どもを養育する者
など住宅の確保に特に配慮を要する者）の入居を拒まないセーフティネット住宅の供給を促進
するため、平成２９年１０月から新たな住宅セーフティネット制度を開始

・東京都住宅マスタープランにおいて2030年度までにセーフティネット住宅（専用住宅）を
3,500戸供給すると掲げる（現状：598戸）

国土交通省

東京都

・北区住宅マスタープラン２０２０において、住宅セーフティネット制度の普及を掲げる
・「専用住宅」の供給促進を目的として令和5年度から「専用住宅」を供給する賃貸人等を対象に

「改修費補助事業」及び「家賃低廉化補助事業」を開始する

北区

4

（１）セーフティネット住宅に対する補助事業の開始について
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セーフティネット住宅改修費補助事業（令和５年４月～）

【内容】
「専用住宅」の所有者等に対し、当該住宅の改修工事に要した費用の一部を補助する

【補助対象工事】
①バリアフリー改修工事、②耐震改修工事、③子育て世帯対応改修工事、④防火・消火対策工事、
⑤間取り変更工事、⑥共同居住用住宅に用途変更するための改修工事、⑦省エネルギー改修工事、
⑧新型コロナウイルス感染症拡大による「新たな日常」に対応するための工事、
⑨東京都居住支援協議会が認める工事、⑩調査において居住のために最低限必要と認められた工事、
⑪工事に係る調査設計計画（インスペクションを含む）

【補助金額】
補助対象工事に要した費用の2/3（限度額：100万円、①～⑥の工事を含む場合は200万円）

【特定財源】
国費：1/2 都費：1/4

【令和５年度 予算額】
300万円（100万円＊1件＋200万円＊1件）

5

（１）セーフティネット住宅に対する補助事業の開始について

補助対象工事の詳細（1/3）
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（１）セーフティネット住宅に対する補助事業の開始について

補助対象工事 補助対象工事の詳細

① バリアフリー改修工事 手すりの設置、段差解消、廊下幅等の拡張、出入口の改良、浴室の改良、便所の改良、階段
の設置・改良、転倒防止（滑りにくい仕上材への改修等）、エレベーター等の設置、車椅子
使用者に必要な空間を確保した便所及び浴室等の設置
※外構に関わるバリアフリー改修工事については、道路の境界又は駐車スペースから建物の
出入口までを結ぶ主たる通路に限る

② 耐震改修工事 （建築物の耐震改修の促進に関する法律）
昭和56 年5 月31 日以前に着工した建築物として法令を遵守し竣工したものに対して、建築
物の耐震改修の促進に関する法律（平成7 年法律第123 号）第4 条第1 項に規定する「建築
物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的方針（平成18 年国土交通省告示第
184 号）」のうち同条第2 項第3 号の「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術
上の指針となるべき事項」に基づき、建築士が行った耐震診断により、所要の耐震性能を有
するために必要とされる改修工事
（既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律）
昭和56 年5 月31 日以前に着工した建築物として法令を遵守し竣工したものに対して、既存
住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11 年法律第81 号）第6 条第3 項の
建設住宅性能評価書を取得するために必要とされる改修工事
（既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律）
昭和56 年5 月31 日以前に着工した建築物として法令を順守し竣工したものに対して、既存
住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（平成19 年法律第66 
号）第19 条第2 号の保険契約が締結されていることを証する書類を取得するために必要と
される改修工事
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補助対象工事の詳細（2/3）
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（１）セーフティネット住宅に対する補助事業の開始について

補助対象工事 補助対象工事の詳細

③ 子育て世帯対応改修工事 柱等の角の面取り及びクッションの設置、ドアストッパー又はドアクローザーの設置、クッ
ション床へ改修、人感センサー付照明設置や足元灯の設置、転落防止措置に係る工事、ドア
や扉へ指詰め防止工事、子どもの進入や閉じ込み防止のための鍵等の設置、シャッター付コ
ンセント等の設置、火傷防止用カバー付き水栓、サーモスタット式水栓の設置、チャイルド
ロックや立消え安全装置が付いた調理器の設置、台所の対面化や大型化に係る工事、二重
ロック、オートロック等の防犯性の高い玄関ドアの設置、カメラ付きインターホン設置、防
犯フィルム、安全ガラス、面格子の設置、防犯カメラ、屋外灯の設置、施錠式郵便受箱の設
置、家具の転倒防止措置のための下地処理、浴室の広さの確保（バランス釜から給湯器への
改修）、浴室の呼び出しチャイムの設置、居室の電気スイッチのワイドスイッチへの改修、
スロップシンクの設置、キッズスペースの設置、トイレにおむつ交換台を設置、床の防音・
遮音工事（二重床、床仕上げ材の改修等）、壁・界壁の防音・遮音工事（多孔質吸音材料の
設置等）、開口部の防音・遮音工事（防音サッシ、二重窓の設置等）、ビルトイン食器洗機
の設置、掃除しやすいレンジフードの設置、ビルトイン自動調理対応コンロの設置、掃除し
やすいトイレの設置、宅配ボックスの設置、風呂・脱衣所の暖房乾燥機の設置、給湯設備の
大型化(単身世帯から家族世帯向けへの改修)、最先端技術を用いた子育て世帯対応に係る工事

④ 防火・消火対策工事 （消火設備）屋内消火栓設備、スプリンクラー設備及び水噴霧消火設備等の設置
（警報設備）自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器等の設置
（避難設備）避難器具、誘導灯及び誘導標識等の設置
（その他）非常用照明装置若しくは防火戸の設置又は内装材の不燃化工事等

補助対象工事の詳細（3/3）
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（１）セーフティネット住宅に対する補助事業の開始について

補助対象工事 補助対象工事の詳細

⑤ 間取り変更工事 間仕切り壁を取り払うなど、使い勝手を考慮して部屋数又は部屋の配置を変更する
工事（住戸の区割りを変更するなど住戸面積を登録基準に適合させるための工事や
従前が住戸でない部分を専用住宅に改修する工事を含む。）

⑥ 共同居住用住宅に用途変更するための
改修工事

（建築基準法関連）用途変更に伴い、建築基準法に適合させるため必要な改修工事
（消防法関連）用途変更に伴い、消防法に適合させるため必要な改修工事
（その他）共同居住用住居の用に供するために必要な改修工事

⑦ 省エネルギー改修工事 （開口部）開口部に係る断熱改修
（躯体）外壁、屋根・天井又は床に係る断熱改修

⑧ 新型コロナウイルス感染症拡大による
「新たな日常」に対応するための工事

宅配ボックスの設置、カメラ付きインターホン、抗菌仕様ドアノブ、非接触型照明
スイッチ、換気設備、自動ドア

⑨ 東京都居住支援協議会が必要と認める
改修工事

入居者の身体等の状況に応じて必要となる工事、ヒートショック対策工事（浴室・
脱衣室・便所・寝室）など
（https://www.how.or.jp/koufu/docs/1-6/kanto/tokyo.pdf）

⑩ 調査において居住のために最低限必要
と認められた工事

専門家によるインスペクション等により、構造、防水等について居住のために補
修・改修が必要である旨の指摘を受けて行う工事。ただし、従前賃貸住宅以外の用
途で使用されていたもの、かつ、３か月以上空家又は空室であったものに限る（イ
ンスペクション等を行う者による確認が必要）

⑪ 工事に係る調査設計計画（インスペク
ションを含む。）

インスペクションは、「平成25 年６月 国土交通省 既存住宅インスペクション・ガ
イドライン」をもとに調査・検査を行い、報告書を作成する者と委託契約等を締結
するものとする
（http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000464.html）

https://www.how.or.jp/koufu/docs/1-6/kanto/tokyo.pdf
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000464.html
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セーフティネット住宅改修費補助事業 受付の流れ

9

（１）セーフティネット住宅に対する補助事業の開始について

北 区 専用住宅の所有者等 入居希望者・入居者

事前相談（工事内容等）

専用住宅登録（東京都）

交付申請 ※11/30〆

審査・交付決定

調査設計計画・改修工事

完了実績報告 ※3/31〆

審査・補助金額確定通知

補助金の請求

審査・補助金の交付

入居者募集

入居者選定・賃貸借契約

応募

入居開始・収入関係書類提出

収入関係書類提出

入居者決定報告

定期報告（10年間）※毎年6月

入
居
前

入
居
後

賃貸借契約

セーフティネット住宅家賃低廉化補助事業（令和５年４月～）

【内容】
「専用住宅」の賃貸人に対し、当該住宅の家賃の一部を補助する

【入居者の要件】
・北区に１年以上住所を有していること
・生活保護や住居確保給付金等の公的住宅扶助を受けていないこと
・所得が月額１５万８千円以下（公営住宅法施行令の規定により算出した額）であること 等

【補助金額】
一住戸当たりの限度額４万円／月（原則１０年間）
※本来家賃額から「公営住宅並み家賃」を差し引いた額

【特定財源】
国費：1/2 都費：1/4

【令和５年度 予算額】
96万円（4万円＊12か月＊2件）

10

（１）セーフティネット住宅に対する補助事業の開始について
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セーフティネット住宅家賃低廉化補助事業 受付の流れ（入居前）

11

（１）セーフティネット住宅に対する補助事業の開始について

北 区 専用住宅の賃貸人 入居希望者

事前相談（募集時期等）

専用住宅登録（東京都）

交付申請

審査・交付決定（年度末まで）

入居者募集

入居者資格確認申請

審査・入居者資格確認通知

入居者選定（抽選等）

入居届 入居開始

入居者募集協力（HP掲載）

賃貸借契約 賃貸借契約

応募（資格確認通知持参）

セーフティネット住宅家賃低廉化補助事業 受付の流れ（入居後）

12

（１）セーフティネット住宅に対する補助事業の開始について

北 区 専用住宅の賃貸人 入居者

実績報告

補助金の請求

審査・補助金額確定通知

審査・補助金の交付

四
半
期
毎

入居者資格確認申請

審査・入居者資格確認通知

審査結果通知

翌年度の交付申請 ※3/10〆

審査・交付決定（翌年度末まで）

毎
年
６
月

毎
年
３
月

世帯員の変更等

家賃改定の承諾

退去

世帯員等変更届

家賃改定届

退去届

該
当
の
場
合
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13

（２）補償サービス付き・見守り電球初回登録料助成事業の対象拡大について

補償サービス付き・見守り電球初回登録料助成事業

【内容】
北区内で住宅確保要配慮者が入居の際に、オーナーが自己
所有の賃貸住宅に「補償サービス付き・見守り電球」を設
置した場合、初回登録料に相当する額として１住戸１か所
に限り、16,500円（限度額）を助成する
※月額の利用料は助成対象外

【助成対象者の拡大（改正内容）】
◆改正①

賃貸住宅のオーナーだけでなく、入居者（単身の住宅確保
要配慮者）が「補償サービス付き・見守り電球」を設置し
た場合も対象とする

◆改正②
受付期間を延長（1月31日〆⇒通年受付）

【令和５年度 予算額】
49,500円（16,500円＊3件）

（補償サービス付き・見守り電球）

14

（２）補償サービス付き・見守り電球初回登録料助成事業の対象拡大について
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15

（３）北区居住支援パンフレットの配布について

（住宅確保要配慮者向け） （民間賃貸住宅のオーナー向け）

北区居住支援パンフレット（2種類）

16

（３）北区居住支援パンフレットの配布について
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配布予定先

【住宅確保要配慮者向け】
・北区役所 関係各課（企画課、多様性社会推進課、地域福祉課、生活福祉課、高齢福祉課、

長寿支援課、障害福祉課、介護保険課、子ども未来課）
・各高齢者あんしんセンター
・各区民事務所
・居住支援協議会会員

（北区児童委員民生委員協議会、北区社会福祉協議会、NPO法人ピアネット北、
NPO法人北区精神障害者を守る家族会飛鳥会、NPO法人学生支援ハウスようこそ、
公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター）

【民間賃貸住宅のオーナー向け】
・公益社団法人東京都宅地建物取引業協会第九ブロック
・公益社団法人全日本不動産協会東京都本部城北支部

配布予定時期

令和５年４月下旬頃

17

（３）北区居住支援パンフレットの配布について
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